
 

 

 

人 事 院 会 議 議 事 録  

 

会 議 日 

 令和７年５月２２日 木曜日 

会議の出席者 

 

            川本総裁 伊藤人事官 土生人事官 

           （幹 事）   佐々木事務総長、堀内総括審議官 

           （説明員）  （官房部局） 

藤原企画法制課長 

（職員福祉局） 

小川補償課長 

 

 議 題 

刑法の一部改正等に伴う人事院規則の一部改正 

 

 議事の概要 

 

○ 議題「刑法の一部改正等に伴う人事院規則の一部改正」について、担当局から別

添のとおり説明があった。 

 

○ 議題については、三人事官一致で議決された。 

 

 



 院議資料  

 

刑法の一部改正等に伴う人事院規則の一部改正について 

 

令和７年５月２２日 

官 房 部 局 

職 員 福 祉 局 

 

１ 改正内容 

刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）により、懲役及び禁錮が

廃止され、拘禁刑が創設されること等に伴い、以下のとおり関係する人事院規則の

改正を行うこととしたい。 

 

⑴ 人事院規則１６―０（職員の災害補償）の一部改正（人事院規則１６―０―７

７） 

休業補償の支給を行わない場合を規定している人事院規則１６―０（職員の災

害補償）第２５条第１号において、「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改めるととも

に、あわせて、これまで明記されていなかった「留置施設に留置されて拘禁刑若

しくは拘留の刑の執行を受けている場合」などについて、同様の民間法令等の例

を参考にして規定の明確化を図る。また、附則において、この規則の施行前にし

た行為に対する必要な経過措置を設ける。 

さらに、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する

法律（令和４年法律第６８号。以下「整理法」という。）により国家公務員災害

補償法（昭和２６年法律第１９１号）の一部が改正され、同法第３４条の「懲

役」が「拘禁刑」に改められること等から、同条の一部を引用する人事院規則１

６―０別表第６について、規定の整理を行う。 

 

⑵ 人事院規則２２―２（倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒

の手続）の一部改正（人事院規則２２―２―５） 

整理法により国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）の一部が改正され、

同法第１１０条の「懲役」が「拘禁刑」に改められること等から、同条の一部を

引用する人事院規則２２―２（倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及

び懲戒の手続）別記様式について規定の整理を行うとともに、当該別記様式備考

に規定する調査員証の作成方法について、事務の合理化の観点から、厚紙を用い

る旨等の規定を削除する改正を行う。 

 

２ 施行日等 

公布日：令和７年５月３０日 

施行日：令和７年６月１日 

 

以   上    
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人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
六
―
〇
（
職

員
の
災
害
補
償
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
一
六
―
〇
―
七
七

人
事
院
規
則
一
六
―
〇
（
職
員
の
災
害
補
償
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
六
―
〇
（
職
員
の
災
害
補
償
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
）

（
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
）

第
二
十
五
条

補
償
法
第
十
二
条
た
だ
し
書
の
人
事
院
規

第
二
十
五
条

補
償
法
第
十
二
条
た
だ
し
書
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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一

拘
禁
刑
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
若
し

一

懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め

く
は
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
刑
事
施
設
（
少
年
法

刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六

十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執

院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少

行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
）
に

年
院
を
含
む
。
）
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
、
死
刑

拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
若
し
く
は
留
置
施
設
に
留
置

の
言
渡
し
を
受
け
て
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る

さ
れ
て
拘
禁
刑
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け

場
合
、
労
役
場
留
置
の
言
渡
し
を
受
け
て
労
役
場
に

て
い
る
場
合
、
労
役
場
留
置
の
言
渡
し
を
受
け
て
労

留
置
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に

役
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
法
廷
等
の
秩
序

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
六

維
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
監
置
の
裁
判
の
執
行
の

八
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
監
置
の
裁
判
の

た
め
監
置
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合

執
行
の
た
め
監
置
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合

二

（
略
）

二

（
略
）
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別
表
第
六
の
裏
面
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十

二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
懲
役
」
と
い
う
。
）
、
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
拘

留
」
と
い
う
。
）
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
又
は
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
当
該
行
為
に
対
す
る
懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
を

受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六
―
〇
第
二
十
五
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
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懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
又
は
拘
留

の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
と
、
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
旧
拘
留
の

刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
拘
禁
刑
又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
と

み
な
す
。
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改　　正　　前改　　正　　後

（傍線部分は改正部分）

○ 人事院規則１６―０―７７（人事院規則１６―０（職員の災害補償）の一部を改正する人事院規則） 新旧対照表

（傍線部分は改正部分）

別
表
第
六
（
第
三
十
五
条
関
係
）

（
表
面
）

（
略
）

（
裏
面
）

別
表
第
六
（
第
三
十
五
条
関
係
）

（
表
面
）

（
略
）

（
裏
面
）
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人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
及
び
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二

十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
二
二
―
二
（
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
違
反
に
係
る
調
査
及
び
懲
戒
の
手
続
）

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
二
二
―
二
―
五

人
事
院
規
則
二
二
―
二
（
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
違
反
に
係
る
調
査
及
び
懲
戒
の
手
続
）
の
一
部
を
改
正

す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
二
二
―
二
（
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
違
反
に
係
る
調
査
及
び
懲
戒
の
手
続
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲

7



げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
記

様
式

 

表
面

 

 第
百

十
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る

者
は

、
三
年

以
下

の
拘

禁
刑

又
は

百
万

円
以

下

の
罰

金
に

処
す
る

。
 

一
 

（
略

）
 

（
削

る
）

 

二
 

第
十
七

条
第

二
項

（
中

略
）

の
規

定
に

よ

る
証

人
と

し
て

喚
問
を

受
け

虚
偽

の
陳

述
を

し
た
者

 

三
 

第
十
七

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

証
人

と

し
て

喚
問

を
受

け
正
当

の
理

由
が

な
く

て
こ

れ
に

応
ぜ

ず
、

又
は
同

項
の

規
定

に
よ

り
書

類
若

し
く

は
そ

の
写
し

の
提

出
を

求
め

ら
れ

正
当

の
理

由
が

な
く
て

こ
れ

に
応

じ
な

か
つ

た
者
 

四
 

第
十
七

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

書
類

又

は
そ

の
写

し
の

提
出
を

求
め

ら
れ

、
虚

偽
の

事
項

を
記

載
し

た
書
類

又
は

写
し

を
提

出
し

た
者
 

五
 

第
十
七

条
第

三
項

（
中

略
）

の
規

定
に

よ

る
検
査

を
拒
み
、
妨
げ

、
若
し
く

は
忌
避

し
、

又
は

質
問

に
対

し
て
陳

述
を

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

陳
述

を
し
た

者
（

第
十

七
条

第
一

項
の

調
査

の
対

象
で
あ

る
職

員
（

中
略

）
を

除
く
。
）
 

六
～

十
九

 
（
略

）
 

②
 
（

略
）

 

 

N
o
.
 
 

 
 

 

           

調
 

 
査

 
 

員
 
 

証
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

６
と

す
る

。
 

 裏
面

 

（
略

）
 

別
記

様
式

 

表
面

 

 第
百

十
条

 
次

の
各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
は

、
三

年
以

下
の

懲
役

又
は

百
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
 

一
 

（
略

）
 

二
 

（
略

）
 

三
 

第
十

七
条

第
二

項
（

中
略

）
の

規
定

に
よ

る
証

人
と

し
て

喚
問

を
受

け
虚

偽
の

陳
述

を

し
た

者
 

四
 

第
十

七
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
証

人
と

し
て

喚
問

を
受

け
正

当
の

理
由

が
な

く
て

こ

れ
に

応
ぜ

ず
、

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
り

書

類
又

は
そ

の
写

の
提

出
を

求
め

ら
れ

正
当

の

理
由

が
な

く
て

こ
れ
に

応
じ
な

か
つ

た
者
 

 五
 

第
十

七
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
書

類
又

は
そ

の
写

の
提

出
を

求
め

ら
れ

、
虚

偽
の

事

項
を

記
載

し
た

書
類
又

は
写

を
提
出

し
た

者
 

 五
の

二
 

第
十

七
条

第
三

項
（

中
略

）
の

規
定

に
よ

る
検

査
を

拒
み

、
妨

げ
、

若
し

く
は

忌

避
し

、
又

は
質

問
に

対
し

て
陳

述
を

せ
ず

、

若
し

く
は

虚
偽

の
陳

述
を

し
た

者
（

第
十

七

条
第

一
項

の
調

査
の

対
象

で
あ

る
職

員
（

中

略
）

を
除

く
。
）

 

（
新

設
）
 

（
新

設
）

 

 

N
o
.
 
 

 
 

 

           

調
 

 
査

 
 
員

 
 

証
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

６
と

し
、
厚

紙
を

用
い

、
中

央
点

線
の

所
か

ら

二
つ

折
と

す
る

こ
と

。
 

裏
面

 

（
略

）
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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倫 ― ２ １

令和７年４月３０日

人事院総裁 川 本 裕 子 殿

国家公務員倫理審査会会長 秋 吉 淳 一 郎

人事院規則の制定について（依頼）

国家公務員倫理審査会は、国家公務員倫理法（平成１１年法律第１２９号）第

３６条の規定に基づき、人事院規則２２―２（倫理法又は同法に基づく命令の違

反に係る調査及び懲戒の手続）を別紙案のとおり改正されるよう求めますので、

よろしくお取り計らい願います。

11



人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
及
び
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二

十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
二
二
―
二
（
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
違
反
に
係
る
調
査
及
び
懲
戒
の
手
続
）

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
二
二
―
二
―
五

人
事
院
規
則
二
二
―
二
（
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
違
反
に
係
る
調
査
及
び
懲
戒
の
手
続
）
の
一
部
を
改
正

す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
二
二
―
二
（
倫
理
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
違
反
に
係
る
調
査
及
び
懲
戒
の
手
続
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲

12



げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

13



改

正

後

改

正

前

別
記

様
式

 

表
面

 

 第
百

十
条

 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る

者
は

、
三
年

以
下

の
拘

禁
刑

又
は

百
万

円
以

下

の
罰

金
に

処
す
る

。
 

一
 

（
略

）
 

（
削

る
）

 

二
 

第
十
七

条
第

二
項

（
中

略
）

の
規

定
に

よ

る
証

人
と

し
て

喚
問
を

受
け

虚
偽

の
陳

述
を

し
た
者

 

三
 

第
十
七

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

証
人

と

し
て

喚
問

を
受

け
正
当

の
理

由
が

な
く

て
こ

れ
に

応
ぜ

ず
、

又
は
同

項
の

規
定

に
よ

り
書

類
若

し
く

は
そ

の
写
し

の
提

出
を

求
め

ら
れ

正
当

の
理

由
が

な
く
て

こ
れ

に
応

じ
な

か
つ

た
者
 

四
 

第
十
七

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

書
類

又

は
そ

の
写

し
の

提
出
を

求
め

ら
れ

、
虚

偽
の

事
項

を
記

載
し

た
書
類

又
は

写
し

を
提

出
し

た
者
 

五
 

第
十
七

条
第

三
項

（
中

略
）

の
規

定
に

よ

る
検
査

を
拒
み
、
妨
げ

、
若
し
く

は
忌
避

し
、

又
は

質
問

に
対

し
て
陳

述
を

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

陳
述

を
し
た

者
（

第
十

七
条

第
一

項
の

調
査

の
対

象
で
あ

る
職

員
（

中
略

）
を

除
く
。
）
 

六
～

十
九

 
（
略

）
 

②
 
（

略
）

 

 

N
o
.
 
 

 
 

 

           

調
 

 
査

 
 

員
 
 

証
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

６
と

す
る

。
 

 裏
面

 

（
略

）
 

別
記

様
式

 

表
面

 

 第
百

十
条

 
次

の
各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
は

、
三

年
以

下
の

懲
役

又
は

百
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。
 

一
 

（
略

）
 

二
 

（
略

）
 

三
 

第
十

七
条

第
二

項
（

中
略

）
の

規
定

に
よ

る
証

人
と

し
て

喚
問

を
受

け
虚

偽
の

陳
述

を

し
た

者
 

四
 

第
十

七
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
証

人
と

し
て

喚
問

を
受

け
正

当
の

理
由

が
な

く
て

こ

れ
に

応
ぜ

ず
、

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
り

書

類
又

は
そ

の
写

の
提

出
を

求
め

ら
れ

正
当

の

理
由

が
な

く
て

こ
れ
に

応
じ
な

か
つ

た
者
 

 五
 

第
十

七
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
書

類
又

は
そ

の
写

の
提

出
を

求
め

ら
れ

、
虚

偽
の

事

項
を

記
載

し
た

書
類
又

は
写

を
提
出

し
た

者
 

 五
の

二
 

第
十

七
条

第
三

項
（

中
略

）
の

規
定

に
よ

る
検

査
を

拒
み

、
妨

げ
、

若
し

く
は

忌

避
し

、
又

は
質

問
に

対
し

て
陳

述
を

せ
ず

、

若
し

く
は

虚
偽

の
陳

述
を

し
た

者
（

第
十

七

条
第

一
項

の
調

査
の

対
象

で
あ

る
職

員
（

中

略
）

を
除

く
。
）

 

（
新

設
）
 

（
新

設
）

 

 

N
o
.
 
 

 
 

 

           

調
 

 
査

 
 
員

 
 

証
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

６
と

し
、
厚

紙
を

用
い

、
中

央
点

線
の

所
か

ら

二
つ

折
と

す
る

こ
と

。
 

裏
面

 

（
略

）
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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